
 

高齢者・障がい者世帯除雪助成事業  

Q＆A （多い質問） 

 

Ｑ．入院や冬期入所（ショートステイ扱い）、冬期のみ、子供たちの家などで 

過ごし、春になり在宅に戻る場合はどうか？ 

Ａ．該当します。 

 

Q. 本人が施設入所している場合はどうか？ 

Ａ．該当しません。 

 

Ｑ．同じ家屋に暮らしているが、世帯分離している場合はどうか？ 

Ａ．該当しません。 

 

Ｑ．親族が除雪を行った場合はどうか？ 

Ａ．該当しません。業者に依頼した場合のみです。 

 

 

迷 その他、迷われる場合は･･･ 

郡上市社会福祉協議会にご相談ください。 
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